
電話に出ない！
話をしない！
被害に遭わない一番の対策です！

親族・警察官等になりすまして現金・カードを騙
し取る手交型詐欺が増加、役所等を騙る還付金
詐欺の特殊詐欺にも気をつけよう！

〇警察官、銀行職員、店員等を名乗って…
・キャッシュカードの交換。
・暗証番号を教えて。
・古いカードを自宅へ取りに行く。
キャッシュカードは渡さない！

〇息子や孫等の親族を名乗って…
・会社の書類が入ったカバンをなくした。
・会社の金で投資に失敗した。
絶対に他人に現金を渡さない！

〇市役所職員等を名乗って
・医療費の還付金がある。
・今日手続きすれば受け取れる。
・近くのＡＴＭに向かってください。
ＡＴＭで還付金は受け取れません！

少年がＳＮＳやネット掲示板、求人広告の「高収入」「短時間｝等の売り言葉で募集している闇バイトに
応募し、報酬と引き換えに特殊詐欺や強盗をはじめとした犯罪に加担して検挙されてます。
闇バイトに手を出せば・・・
👿捨て駒
危険な役はバイトにやらせ、捕まって
も犯罪組織は助けてくれません！！
👿やめられない・逃げられない
個人情報を抑えられ、辞めたくても脅
かされ逃げることができません！！
👿厳しい罰則・損害賠償
捕まれば少年院に入ったり、被害者へ
の損害賠償も！！

大切な未来を守るために、簡単に大金を稼げるアルバイトはありません。「闇バイトはバイトではない」
犯罪です。「闇バイト」に申し込んでしまった・・誘われた・・脅かされている・・などは、

048-861-1152（ヤングテレホンコーナー）
♯9110（警察相談専用電話）

● 受付期間
令和７年３月３日（月）～４月

１６日（水）１７時まで
● 一次試験日

令和７年５月１１日（日）
● お問合せ先

西入間警察署
電話 ０４９-２８４-０１１０
埼玉県警察ホームページ又は採用

センター
電話 ０１２０-３７３-５１４

１つ...子ども、高齢者の近くを走るときはスピードを落としましょう。

１つ...横断歩道は横断者を優先させましょう。

１つ...携帯電話の使用は安全な場所に駐車して行いましょう。

１つ...飲酒運転は悪質な犯罪です。絶対にやめましょう。

１つ...あおり運転は大変危険です。思いやりの運転を心掛けましょう。


